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分類に問題があることに気づかず使用しているからで
ある．
「鋭い勘」の持ち主ならば「COVID-19の治療にお
いて，軽症ならばこの薬を，中等症と重症ならばあの
薬剤を投与しよう」という言い方に疑問を抱くことは
当たり前である．
これでは「煮詰まったまずい味噌汁にこのだしを，
明日もまずかったらあのだしを，と加えても一向にう
まくならない」ことと変わりない．原因を明らかにし
ないまま，さらに薬効メカニズムや投与時期を無視し
て薬剤を使用している．

COVID-19は新型コロナウイルス（SRAS-CoV-2）に
よる感染症である．その標的受容体アンギオテンシン
変換酵素 2（ACE-2）は，全身の臓器や血管内皮細胞
の表面にあるためさまざまな疾患を生む，肺胞 II型上
皮細胞に ACE-2が多く，呼吸機能障害の頻度が高いこ

とから，呼吸器機能症候群による重症度分類を基準に
して治療を実施していることに根本的な問題点がある．

COVID-19はウイルス側からみればウイルス疾患で
あるが，ウイルスが接着，侵入する標的受容体からみ
れば，ACE-2受容体関連型炎症性疾患である．また，
ウイルスを抗原として認識するリンパ球からみれば，
急性免疫介在性炎症性疾患の中の Tリンパ球関連炎
症性疾患であり，サイトカイン・ストームにより間質
性肺炎を発症する．
したがって，厚生労働省の重症度分類に基づいて

COVID-19関連薬剤を投与しても，ほとんど時機を失
しており，このような投与方法で効果はみられない
（図 1）1）．

COVID-19をウイルス感染症と謳っている以上，筆
者が以前から提唱しているウイルス感染症における病
期分類の進行度に沿って予防・治療方針，薬剤投与，

図 2　COVID-19 の病期分類と治療方針（私案）
抗ウイルス薬はウイルスに免疫抑制薬は免疫疾患に投与しなければ効果は見られない．
（高橋公太：一移植医からみた新型コロナウイルス感染症（COVID-19）―なぜ重篤化する
のか？―．腎と透析　2020； 8：735-743より改変）
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および薬剤治験を実施すべきであり，これが根治的治
療につながる（図 2）2～5）．

2　病期分類の進行度分類に沿った治療は 

　根治的治療につながる

COVID-19は患者のウイルス量と，それを迎え撃つ
生体防御機能に基づいて，病期分類すると，その病状
の進行度により次の 4期に分けることができる（表 1，
図 2）．
第 1期と第 2期の前期は主にウイルスの直接障害に
よるウイルス期，第 3期と第 4期の後期は主にウイル
スの間接障害による免疫介在性疾患期である．したが
って，「ウイルスには抗ウイルス薬，自己免疫疾患に
は免疫抑制薬，抗炎症薬」が原則であることは言うに
及ばずであるが，厚労省の診療手引きは的が外れてい
る（図 2）．
「急速に移りゆく病態」に対して，病期の進行度に
応じて治療薬を，薬剤の効果のメカニズムを考慮して，
適時に適剤を投与すれば，自ずと根治的治療にたどり
着く（図 2）．
抗ウイルス薬は，ウイルス検査陽性時から発病早期
に投与しなければ効果はみられない．重症例（病期分
類の第 4期）で患者のウイルスは消失しているので，
この時期にレムデシビルを投与しても病状が好転しな
いのは当たり前である（図 1）6）．
さらに呼吸器症状に乏しく，重篤な「COVID-19関

連凝固症」が前面に出て下肢に血栓形成，脳梗塞をき
たして片麻痺を起こす患者は，この症状症候群の重症
度分類では軽症として診断されてしまう．その結果，
治療が遅れてMOF（Multiple Organ Failure）で死亡
している悲惨な症例も散見される4）．

COVID-19の薬剤治験においても，抗ウイルス薬の
治験では前期の患者を対象に，免疫抑制薬・抗炎症薬
の治験では後期の患者を対象とする母集団を組み，そ
れぞれの薬剤について比較試験をしなければいけない．

したがって，今までの COVID-19の治療薬の治験の母
集団の扱い方や評価項目が，いかに曖昧であったかは
明らかである．このような曖昧な治験方法では，極端
にいえば「本来，効く薬も効かないし，効かない薬も
効く」という結果が， 統計学的に有意差として出ても
なんら不思議でない．今までインパクト・ファクター
の高い雑誌に掲載されている治験論文も，この視点か
らみれば，本当にエビデンスがありと評価されてよい
のか，はなはだ疑問である．さらにこれに基づいて厚
労省や各学会などが新型コロナウイルス感染症の診療
手引きやガイドラインを競って作成，さらに改定して
いるが，おおもとの物差しが間違っているので，成績
の向上にあまり結びつかないのは当然であり，根本的
な見直しが必要である3）．
論文の質の高さは，掲載雑誌のインパクト・ファク
ターの高低とか査読者の有無よりも，掲載されている
論文の「materials and methods（対象と方法）」と「re-

sults（成績または結果）」に誤りがなく確実に書かれ
ているかによる．このような視点から今一度，有名雑
誌に掲載されたレムデシビルやデキサメタゾンなどの
論文を読んでみると，疑問が湧いても不思議ではない．
筆者がもう一つ懸念していることは，私のライフワ
ークである ABO血液型不適合腎移植の初期に述べた
と同じように，COVID-19の治療学が進むと，その病
態とその発生メカニズムが明らかにされないまま終息
することである7）．このようにいい加減な結末を迎え
ると，次の新興感染症においてもその教訓が生かされ
ず人類は多大な代償を払うことになるので，その解明
と検証はしっかりしておく必要がある．
以上，筆者はひとりごとというよりも，多くの皆様
に知っていただきたい COVID-19に関する本音を書い
た．

利益相反自己申告：申告すべきものなし

表 1　COVID-19 の病期分類

COVID-19の病期 ウイルス量 生体への障害

第 1期　ウイルスの潜伏期で不顕性感染の時期 増殖・増加 潜伏障害
第 2期　感冒症状を主訴としたウイルス顕性感染症の時期 増殖　最大量 直接障害
第 3期　ウイルス感染症と免疫介在性疾患を併発した時期 減少 直接障害＋間接障害
第 4期　重篤な免疫介在性疾患の時期，間質性肺炎が多発 消失 進行した間接障害
免疫介在性疾患：急性自己免疫介在性炎症性疾患・症候群
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﹁私の中の偉人との出会い―回顧録―﹂  �   沼田　明　

2018年香川県透析医会発足 30周年記念医学会が開催されました．透析医としての原点である高松赤十字

病院での勤務は私の原点でした．この年は，瀬戸大橋開通 30周年，全国高校野球選手権 100周年，全米プ

ロゴルフ 100周年でした．また，日本透析医学会 50周年記念講演会が 8月 31日パレスホテル東京で行われ

た記念年でもありました．1968年 5月人工透析研究会が発足し，1986年 7月日本透析療法研究会に改めら

れ，1993年 11月社団法人日本透析医学会，2012年 9月一般社団法人日本透析医学会となり，今日に至って

います．

講演会場にいた私は，この歴史の中で，紆余屈折を経て社団法人へ改組されるに当たり，大変な難局を舵

取りされた前川正信先生（故人）の功績が話題に出てこなかったことに少し寂しい気がした年でした．

徳島大学では，腎臓内科講座がなかった時代で，泌尿器科が血液透析の治療を受け持っていました．特に，

西日本は当時透析に関しては，泌尿器科が診療にあっていた地域が多かった印象です．

透析医として，大きな転機になったのは 1985年の高松赤十字病院への赴任で，約 30年間在職することに

なりました．

泌尿器科領域はもちろん・慢性腎炎・維持透析（血液透析・腹膜透析）・腎移植と腎代替療法を中心に勤

務しました．

当時，腎臓内科医もいなかった時代で，恩師今川章夫先生（故人）は，蛋白尿から移植までをスローガン

に診療体系を構築していくことを念頭におかれていました．腎生検だけで終わるのでなく，病理組織の勉強

に当時慶応大学の坂口弘教授の教室に医師を派遣されたり，腎生理学の勉強のため香川医科大学薬理学教室

に医師を派遣されたり，一貫した教育を行っておられました．

私は，腎移植を立ち上げるために 1987年，東京女子医大腎臓総合センターへ行くことになりました．太

田和夫教授（故人）のもとで研修させていただくことになりました．教授および当時医局長をされていた高

橋公太先生にお願いし，在籍中の医師の方同様，主治医として患者を持たせていただき，約 6カ月間，東京

女子医科大学腎臓病総合医療センターで研修させていただきました．主治医になったことにより術前・術後

管理の細かなところまで学ぶことができました．当時，腎臓病総合センターは，太田教授を筆頭にそうそう

たるメンバーが在籍されていました．阿岸鉄三先生・東間紘先生・寺岡慧先生・高橋先生等の仕事ぶりを身

近にし，ご教授いただいたことが，その後の人生を大きく変える引き金になりました．

その後も泌尿器科医が慢性腎炎・血液浄化法・腎移植と一貫した腎疾患の治療に専念できたことは，人生

透析医のひとりごと透析医のひとりごと
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の幸せと思っているこの頃です．

腎代替療法に関する学会への太田先生の功績は，計り知れないものがあります．

1996年透析バスキュラーアクセスインターベンション治療医学会（VAIVT研究会）発足．天野泉先生を

中心に活発な学会活動が行われています．透析医だけでなく，循環器科・放射線科など従来透析に従事され

ていなかった先生方を透析治療への関心を持っていただいた学会の発足でした．

一方，日本透析医会主催の「アクセス研究会」が開始されたのは 1989年で，1995年の第 7回まで継続さ

れています．その後，維持透析におけるアクセスの重要性を鑑み，この領域を特化して論じる場として川西

秀樹先生，水口潤先生が太田先生に働きかけ，1996年に「日本アクセス研究会」が発足し，第 1回研究会

を香川県高松市で開催しました．

当時は，各地域において，アクセスを専門にやられていた先生方は少なく，各地域の底上げも目的として

いました．2009年 8月 24日「特定非営利活動法人日本アクセス研究会」として承認され，現在では日本透

析アクセス医学会として新たな一歩を踏み出しています．

血管内治療の歴史をふり返ると，ドイツの放射線科医 Andreas Gruntzigは 1974年下肢虚血に，1980年シ

ャント狭窄に PTAを用いられました．さらに 1990年代になると経皮的血栓溶解法・経皮的血栓吸引法が開

発され，閉塞病変に応用されました．血管内治療は近年，バスキュラーアクセス診療の主流になっています．

一方，1992年 6月 13日　透析患者にかかわる外科治療の円滑な施行を目的に日本腎不全外科学会が発足

しました．当時透析患者は，12万 4,000人でした．特に全身麻酔下での手術に難色を示されている施設が多

い時代でした．これまで透析患者への積極的治療が試みられなかった時期，学会を通じ，整形外科・麻酔

科・眼科・循環器外科など他科の先生にご参加いただき，透析患者だからという概念を変えることができ，

一般患者同様手術が行われるようになりました．

太田先生には，研究会・学科においても中心で活躍できるようお声がけいただきました．先生に満足いた

だけるような活躍もできていませんが，私には身に余る光栄でした．これらの学会・研究会を立ち上げるに

当たり，太田先生は，大平整爾先生（故人）を信頼され，大平先生を頼られていたように私には見えました．

太田先生の逝去後，これらの研究会・学会は大平先生に受け継がれ，私どもを導いてくれ，その後の発展に

繋がっています．

一方，大平先生は，これまであまり触れられなかった末期腎不全患者や維持透析の離脱や透析患者の透析

の拒否権や終末期治療に関する考え方など当時，日本透析医学会で問題になっていた案件について，第 60

回日本透析医学会特別講演にて「豊かな生の総仕上げを目指して」で総括されました．医師としての倫理観

を教わりました．

太田先生は，晩年 US腎の問題で読売新聞にたたかれ，これまでの功績を踏みにじられるようなこともあ
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り，一時元気をなくされているような時期もあったようです．高橋先生のご尽力により太田先生を励ます会

を行ったとき，全国各地で移植医として第一線でご活躍されている先生方が，某温泉に集結されました．太

田先生から，諸大学の壁をこえ，恩恵を賜った医師の多さに今さらながら驚嘆している次第です．初年度で

終わるつもりが，数回にわたり行われました．本当に楽しそうな笑顔だったことを思い出します．一方，慢

性腎不全の治療は，多職種（薬剤師・看護師・技師等）にわたる総合的な治療であり，専門性を持った職種

での治療が必要であることを東京女子医大教授時代からお考えを持っておられ，その後腎不全看護学会・臨

床工学技士の学会発足に資金提供までされ，透析治療のスタッフの育成にも力を注がれました．

今日の腎代替療法を医師だけでなく多職種とともに行うようにし，全国の腎代替療法の底上げを行われた

最大の功労者と思っています．

来年，後期高齢者の仲間入りする年齢になり，先人達の意思を継承できるか自問自答しているこの頃です

が，もう少し頑張ってみようと思っています．
高知高須病院名誉院長（高知県）　
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﹁透析療法の発展を振り返って﹂  �   多川　齊　

医師免許をいただいてから 60年，透析療法に本格的に取り組むようになってから 50年の歳月が流れまし

た．「少年老い易く学成り難し，一寸の光陰軽んずべからず」とはできなかったことは残念です．私の臨床

医生活の足あとを筆の向くままにたどり，透析療法の発展と今後の方向を俯瞰したいと思います．

私が大学を卒業した 1961年は，いわゆる大学紛争が急激に盛り上がってくる時期でした．医局では腎高

血圧グループに所属して腎臓病と高血圧を専攻し，レニン・アンジオテンシン系の黎明期にレニン分泌機構

の研究に参画しました．血液透析が急性腎不全から慢性腎不全にも適用されるようになり，医局でも血液透

析が治験的に実施されました．私が直接に関与しなかったので記憶があいまいですが，9カ月間（？）透析

が可能であった症例を内科学会関東地方会に報告した時代でした．しかし，プライミング量が大きいため輸

血が繰り返し必要であり，当時社会問題となっていた売血による輸血（“黄色い血”）のために劇症肝炎で患

者が死亡したことから，血液透析に懐疑的な声が強くなり，血液透析から撤退したいきさつがあります．そ

の後，大学紛争がますます激化するころに留学し，帰国後まもなく三井記念病院に出張を命じられました．

当時の三井記念病院の木本誠二院長の前職は，東京大学第二外科教授です．木本外科は血液透析の草分け

であり，東京女子医科大学の太田和夫教授をはじめ，腎不全医療の多くのオピニオンリーダーを輩出しまし

た．また，日本透析医学会の前身である人工透析研究会の会長を長年務めておられたことから，外科と内科

という専門の違いを超えて腎不全という共通分野のリーダーとして先生を尊敬し，大先生でありながら親し

くお話を聞かせていただくようになりました．

1年の出張期間が終わりに近づいて，病院に残って血液透析を立ち上げるように要請されました．大学で

研究を続けるには，ヒラメキがあり，強固な意志と執着心を持って目標を深く掘り下げることが必要でしょ

う．私は，口下手で社交性がないうえに，物事を広く浅く観るタチですから，大学という大きい組織で仕事

を続けることに不安がありました．まして，当時の大学の医局は，大学紛争のキズが癒えずアクティブでは

なかったため，病院へ転籍し，当時新しい分野だった透析療法を選択することを決意しました．思えば，大

学の医局で受け持った第 1号の患者さんが尿毒症で，輸液や利尿薬をいくら工夫しても鬼籍に入り無力感を

味わったことが，私の進路に影響を与えたかもしれません．

外科病棟の 2床室をいただいて，わずか 2床の透析室を新設したのは 1973年と記憶しています．このこ

ろになると，透析療法に取り組んだ第 1世代の先生方のご努力によって慢性血液透析の基礎が確立し，更生

医療による公費負担で血液透析が実施できるようになりました．当時（1972年末）の慢性血液透析患者数

透析医のひとりごと透析医のひとりごと
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は全国で 3,631名（現在のほぼ 1％です），その後，透析患者数が爆発的に増加したことは皆さまご存じの

とおりです．私はやや遅れて透析療法に参入しましたが，病院の増築に伴って増床し，透析療法の発展に伴

って経験を積む機会に恵まれました．定年後も管理職中心にしばらく勤務しましたが，臨床医の仕事が恋し

く，現在の吉祥寺あさひ病院に転職し，今日に至りました．

透析療法に取り組んでから 50年の経過を振り返りながら，老透析医のたわごとをしたためます．

1　ダイアライザと透析機器の改良

透析療法を発展させた要因の一つは，ダイアライザと透析機器の改良でしょう．コイル型ダイアライザの

量産は血液透析の均質化と普及を促進しましたが，除水性能が十分ではなく，透析膜のリークや破裂を経験

しました．まもなくホローファイバー型ダイアライザに世代交代し，材質のたゆみない改良によって透析効

率も除水効率も急速に改善されました．水処理による透析液の浄化や，ベッドサイドコンソールの改良・自

動化と相まって，多様な透析治療モードが導入され，透析操作が安全かつ容易になり，合併症が軽減したこ

とは慶賀の至りです．

この過程で透析技術認定士が誕生し，看護師とともにパラメディカルが透析現場の主力を担うようになっ

たことは，透析療法発展の推進役となりました．しかし，最近は，医療側が注意を怠っても，患者さんの自

己管理が不十分でも，透析継続が可能だという安易な姿勢を垣間見ることがあり，とくに透析導入時の水分

管理と食事指導の重要性を再確認したいと思います．

2　薬剤の開発

薬剤の開発も透析療法の進歩に大きく貢献しました．特筆すべきは 1990年に市販されたエリスロポエチ

ン製剤であり，腎不全治療におけるミラクルでした．腎不全治療は，透析法や薬剤を工夫しても究極的には

輸血に頼らざるを得ませんでしたが，この方針を根底から覆し，透析患者の肝炎ウイルス感染の機会を激減

させました．今後の貧血治療の課題は，ESAと HIF-PH阻害薬の棲み分けでしょう．また，リン，カルシウ

ム，PTHの管理に対して，phosphate binder，活性型ビタミン D，calcimimeticsが次々に開発され，CKD-

MBDの治療が進歩しました．

3　透析患者の冠動脈病変

いまでは透析患者の冠動脈病変は周知のことですが，冠動脈石灰化の頻度が異常に高いことに気づき，

1983年の人工透析研究会で発表しました．症例数が少なく統計手技も未熟だったことから結論は限定的で

すが，Risk factorとしては年齢と透析期間だけ有意であり，Ca×P積や血清脂質は有意ではありませんでし
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た．当時，海外から透析患者の冠動脈石灰化について若干報告されていましたが，透析医の関心は薄かった

ようです．冠動脈撮影でアテロームの石灰化と異なる線状の石灰化が見られることから，粥状硬化だけでは

なくメンケベルグ型中膜石灰化もあるかなと想像したことを記憶しています．その後，透析患者の冠動脈病

変が注目されて詳細な研究成果が発表され，積極的に治療される時代がきたことは喜ばしいことです．

CKD-MBDの概念から，リン，カルシウム，PTHの治療によって血管石灰化をある程度予防できるよう

になりましたが，今後は腎不全患者の動脈硬化病変の発症機序の解明と，優れた治療法の出現が待たれます．

4　腹膜透析

CAPDは，医療者と患者さんが一体となって共同管理するシステムです．CAPD患者さんが一時四十数名

まで増加したことがありますが，残念ながら EPSの発症で腰折れになってしまいました．そのころ私の立

場が診療現場から管理職へ変わったため，後任者に迷惑をかけてしまいました．しかし，中性液が使用され

るようになり，高濃度のブドウ糖含有液を避けるようになった現在では，症例を選択し，腹膜機能が低下す

るまでの数年間と限定すれば，残腎機能を温存できる優秀な在宅透析の手技だと思っています．

慢性腎不全に対する透析療法は，1960年代半ばに先進的な施設で始まって以来，半世紀の間に大きく進

歩し，医療の一部門として不可欠な地位を占めるようになりました．しかし，合併症の発現をみると，健常

者の腎機能に遠く及ばないことも事実です．腎移植の普及もイマイチですし，腎臓の再生医療の成功も将来

の課題です．まだ透析療法が腎不全治療の主流である時代は続きそうです．

臨床医の使命は，現在の医療水準で患者さんに最善の治療を提供することです．老齢ながらも，医療の進

歩に遅れないように努めるつもりです．
吉祥寺あさひ病院名誉院長（東京都）　



日本透析医会雑誌　Vol. 37　No. 2　2022344

本稿では，前号で報告後 2022年 3月 25日，4月 15日，5月 15日，6月 24日に開催された計 4

回の常任理事会の内容のうち主なものをお伝えするとともに，日本透析医会の主な活動について，
執筆時点の 2022年 6月下旬までの当会の動きとして報告させていただきます．

1. 新型コロナウイルス感染症に対する対応について

前回本欄でご報告した 3月上旬時点は，第 6波のピークが過ぎ落ち着きつつある状況でしたが，
本稿校正時点の 7月下旬時点では，オミクロン株の亜系統である BA. 5株による急速な感染者の増

加を認めており，第 7波に突入している状況です．日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会
新型コロナウイルス感染対策合同委員会で集計している透析患者の感染者数も 7月に入り急激に増

加しています．7月 15日には，日本透析医会新型コロナウイルス感染対策ワーキンググループの
菊地勘委員長より「新型コロナウイルス患者数増加に伴う透析施設における対応と透析患者の透析

医療の確保についてのお願い」の発出をさせていただきました．今後も各関係団体と連携をとりな
がら，引き続き情報収集を行うとともに，行政に対しても必要に応じ要望していく所存です．会員
施設を始めとする透析医療機関のこれまでの努力に対する感謝と共に，今後も感染対策を引き続き
よろしくお願い申し上げます．

2. 日本透析医会総会・研修セミナーについて

今年度の日本透析医会通常総会は，残念ながら昨年と同じくほとんどの会員に委任状を提出して
いただく形で最小限の参加人数で 2022年 5月 15日に開催とさせていただきました．同日に開催予
定であった日本透析医会研修セミナー「透析医療における Current Topics 2022「透析医療・・・ポ

ストコロナへの処方箋」」もWEB開催として，6月 1日～6月 30日（7月 19日まで配信延長）に

WEB配信させていただきました．残念ですが，諸事情を鑑みご理解いただければ幸いです．

3. 災害時情報ネットワーク会議・支部長会・透析保険審査委員懇談会について

例年，日本透析医学会総会・学術集会に合わせて開催しておりました災害時情報ネットワーク会
議は，新型コロナウイルスの感染状況をふまえ，昨年同様 8月 4日にWEBで開催させていただく

ことになりました．その内容につきましては，今後の『日本透析医会雑誌』にご報告させていただ

日本透析医会副会長

た　よ　り

常任理事会だより

山川智之
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く予定です．また支部長会・透析保険審査委員懇談会も 9月 10日にWEBにて開催予定となって

おります．

4. 日本透析医会鳥取県支部の設立

鳥取県透析医会（日本透析医会鳥取県支部）が 2022年 6月に設立の運びとなりました．日本透
析医会の支部として 46番目の設立となり，愛媛県を除く全ての都道府県に支部が設立されている
という状況となっております．

新型コロナウイルス感染症への取組状況

年月日 日本透析医会
新型コロナウイルス感染対策ワーキンググループ

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

2022年
3月 4日 【論文紹介 69】

「維持透析患者における SARS-CoV-2ワクチン接種後 6
ヶ月間の血清抗体反応の推移」（HP）

透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の
登録数（2022年 3月 3日時点）（HP）

11日 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の
登録数（2022年 3月 10日時点）（HP）

15日 【論文紹介 70】
「血液透析患者の COVID-19予防に対するmRNAワク
チン（BNT162b2）とアデノウイルスベクターワクチン
（Ad26.COV2.S）の効果比較研究」（HP）

18日 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の
登録数（2022年 3月 17日時点）（HP）

25日 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の
登録数（2022年 3月 24日時点）（HP）

29日 【論文紹介 71】
「9ヶ国における COVID-19における医学教育とメンタ
ルヘルス」（HP）

4月 1日 【WEB講演会】
（配信期間：4月 1日（金）～6月 20日（月））
市民公開講座「透析患者における新型コロナウイルス
感染症の現況と最新の話題」（講師：菊地　勘先生）

透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の
登録数（2022年 3月 31日時点）（HP）

8日 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の
登録数（2022年 4月 7日時点）（HP）

12日 【論文紹介 72】
「無症候性の SARS-CoV-2感染：系統レビュー・メタ
解析」（HP）

15日 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の
登録数（2022年 4月 14日時点）（HP）

22日 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の
登録数（2022年 4月 21日時点）（HP）

5月 2日 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の
登録数（2022年 4月 28日時点）（HP）

6日 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の
登録数（2022年 5月 5日時点）（HP）

10日 【論文紹介 73】
「COVID-19の 3種の経口薬（モルヌピラビル，フル
ボキサミン，パクスロビド）の有効性と安全性：メタ
解析」（HP）
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年月日 日本透析医会
新型コロナウイルス感染対策ワーキンググループ

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

5月 13日 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の
登録数（2022年 5月 12日時点）（HP）

20日 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の
登録数（2022年 5月 19日時点）（HP）

24日 【論文紹介 74】
「スコットランドの腎不全患者（透析および移植）に
おける SARS-CoV-2」（HP）感染（罹患と予後）に対
するワクチン効果

27日 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の
登録数（2022年 5月 26日時点）（HP）

30日 【Pub med掲載】
「Effectiveness of SARS-CoV-2 vaccines on hemodialysis 

patients in Japan :a nationwide cohort study」（筆頭著
者：菊地　勘）

6月 3日 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の
登録数（2022年 6月 2日時点）（HP）

8日 【論文紹介 75】
「ファイザー社新型コロナワクチンの 4回目接種の効
果」（HP）

10日 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の
登録数（2022年 6月 9日時点）（HP）

17日 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の
登録数（2022年 6月 16日時点）（HP）

20日 【WEB講演会】
（配信期間：6月 20日（月）～7月 20日（水））
都民公開講座「透析患者における新型コロナウイルス
感染症の現況と対策」（講師：菊地　勘先生）

21日 【論文紹介 76】
「外来 COVID-19患者における入院回避のためのフル
ボキサミン」（HP）

23日 透析患者における COVID-19調査の報告について（お
願い） ―システムトラブルによる再報告のお願い―
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１. 本誌は，公益社団法人日本透析医会の機関誌であり，

透析医療及び腎不全対策並びにその関連領域の進歩と公

益に寄与することを目的とする．

２. 投稿資格

  筆頭著者は当会の会員とする．ただし，当会の会員以

外の者であっても会誌編集委員会の承認を得た場合には，

この限りでない．

３. 本誌への投稿は，原著，総説，実態調査報告，公募研

究報告，短報，症例報告，編集者への手紙，その他とする．

４. 著作権について

  本誌に掲載後の著作物に関する権利は，公益社団法人

日本透析医会に帰属するものとする．

  論文の内容については，著者が責任を負う．

５. 原稿送付

  原稿は，e-mail添付による投稿とする（e-mail : info@

touseki-ikai.or.jp）．もしくは，原本 1部，コピー 2部及び

原稿データ（図表含む）を収録した電子記憶媒体を簡易書

留便で郵送する．

  （送付先）

　　〒101-0041

　　東京都千代田区神田須田町 1-15-2淡路建物ビル 2F

　　　　　　公益社団法人日本透析医会事務局

６. 掲載原稿の採否及び順位は，会誌編集委員会で決定する．

７. 編集の都合により，原文の論旨を変えない範囲内で著

者に訂正を求めることがある．

８. 校正は初校のみ著者が行い，誤植の訂正程度にとどめ，

頁数の変更（増減），図版の移動をしない．再校以後は会

誌編集委員会において行う．

９. 原則として掲載料は無料とする．別刷は 30部までは無

料とし，それを超える分は著者の実費負担とする．

10. 掲載原稿（図表などを含む）は，原則として返還しない．

11. 原稿執筆の要領は次のとおりとする．要領に合わない

場合は著者に修正を求める．

⑴　原稿の長さは，原著，総説及び実態調査報告は 12,000

字，公募研究報告は 8,000字，短報は 3,200字，編集者

への手紙は 1,000字までとする．ただし，図表 1枚につ

き 400字を減ずる．

　　なお，症例報告は，以下のとおりとする．

・症例報告は 6,000字以内とし，要旨（600字以内），緒

言，症例，考察，結語，倫理的配慮，利益相反，文

献の形式とする． 

・個人情報に配慮し，個人を特定できないよう十分な

匿名化を行う．

・倫理的配慮には，患者及び家族より文書同意を得て

いることを記載する．

・医薬品の適応外使用や未承認治療を行った報告は，

倫理審査を経ていることを記載する．

⑵　原稿は，邦文とし，横書き，口語体，平仮名，当用

漢字，現代仮名使いを使用する．

①　原著として投稿する場合は，要旨（600字以内），緒

言，対象・方法，結果，考察，結語，利益相反，文

献の形式とする．

②　総説，その他は，特に形式を定めないが，最初に

要旨（600字以内）を記載する．総説の引用文献は，読

者に教育的で有用なものを選ぶ．

③　いずれの場合も簡略化題名及び 5語以内のキーワ

ードを記載する．

④　原著，総説，公募研究報告には題名，著者名に英

文を併記する．

⑶　邦文の標題を，図は下方に，表は上方に付ける．表

中では縦線は入れない．各図表には簡潔な説明を付け，

そこに表中で使用されている略語のフルスペルを記載

する．

　　写真は図とする．カラー写真の印刷にかかる費用は，

原則として著者の実費負担とする．

⑷　図表の引用の場合は，著者が出版社の承諾を得てそ

の出典を明らかにする．

⑸　図表は本文中に入れ込まず，挿入箇所を本文中に明

記する．

⑹　外国人名，地名，薬品名は，原語またはカタカナを

用い，明瞭な活字体とする．

　　なお，薬剤名は一般名とし，必要な場合は商標名を

括弧内に記載する．

⑺　度量衡は国際単位（SI）とし，km，mm，L，dL，mL，

kg，g，mg，mEq/L，mg/dLなどを用い，数字は算用

数字（1，2，3など）を用いる．

⑻　略語を使用する場合には，初出の箇所で正式名称を

用いた後に括弧書きでフルスペルを記載し，略語を定
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義する．要旨にも略語を用いることができるが，本文

で同じ略語を用いる場合においても，本文の初出時に

再度定義する．

　（例）　慢性腎臓病（chronic kidney disease;  CKD）

⑼　引用文献数は，原則として 30以内とし，本文の引用

箇所に順次番号を付し，本文の末尾に一括して，次の

形式に従い引用順に記載する．

①　書籍は，著者名（3名までは全員記載，4名以上の場

合は 3名まで記載し，以下は「他」，または「et al.」

として省略）著者名：論文名．編者名．書籍名．所

在地：出版社名，発行年（西暦）；頁（始頁-終頁）の順

に記載する．

　（例）　浅野　泰：透析低血圧の病因．長澤俊彦，河

辺香月，伊藤克己，他編．Annual Review腎臓 1998．

東京：中外医学社，1998； 148-153．

②　雑誌は，著者名（3名までは全員記載，4名以上の場

合は 3名まで記載し，以下は「他」，または「et al.」

として省略）著者名：論文名．雑誌名　発行年（西

暦）；巻：頁（始頁-終頁）の順に記載する．

　（例）　Manto A, Cotroneo P, Marra G, et al. : Effect of 

intensive treatment on diabetic nephropathy in patients 

with type I diabetes. Kidney Int 1995;  47 : 231-233.

　　雑誌名は略名（外国雑誌は Index Medicus，邦文雑

誌は出典雑誌の定める略名）で記載する．ただし，

種々の学会の「予稿集」は，引用文献としては認め

られない．（抄録が学会誌の一部として公表されてい

る場合は可）

③　電子ジャーナルの引用は，雑誌に準じ最後に，論

文番号．doi：（アクセス日）を付記する．

④　インターネット上の資料は，著者名等「タイトル」

URL（アクセス日）の順に記載する．

　（例）　厚生労働省「医薬品の薬価収載等について」

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/01/dl/s0114-7a.

pdf（2009/2/12）

　　なお，書籍，雑誌，電子ジャーナルは文献として，

インターネット上の資料は参考 URLとして分けてま

とめる．

12. 倫理

⑴　ヒトを対象とする調査研究は，世界医師会によるヘ

ルシンキ宣言を基礎とし，「人を対象とする生命科学・

医学系研究に関する倫理指針」（令和 3年文部科学省・

厚生労働省・経済産業省告示第 1号）を遵守すること．

その他，「研究機関等における動物実験等の実施に関す

る基本指針」（平成 18年文部科学省告示第 71号）等，

最新の文部科学省・厚生労働省・経済産業省の医学研

究に関する倫理指針に準拠していることを論文中に明

記する．また，倫理委員会より承認を得た場合は，そ

の旨及びその承認番号を論文中に明記する．

⑵　診療報酬制度で認められていない治療法を用いた臨

床研究については，その旨及び患者の同意を書面によ

り得たことを論文中に明記する．

13. 利益相反

  著者は，論文の研究について利益相反状況を開示しな

くてはならない．自己申告による「日本透析医会雑誌：

自己申告による利益相反（COI）報告書」（別紙 1）を提出す

る．また，本文の末尾にも記載する．申告すべきものが

ない場合は，「利益相反自己申告：申告すべきものなし」

と記載する．

  共著者がいる場合，筆頭著者は論文提出時に全員の出

版合意「筆頭著者ならびに共著者の同意書」（別紙２）及

び「日本透析医会雑誌：自己申告による利益相反（COI）

報告書」を取りまとめて提出する．

14. 多重投稿（出版），盗用，及び捏造

  多重投稿（出版），盗用，及び捏造が認められた場合には，

掲載を取り消すことがある．

  総説などにおいて，すでに投稿（出版）された論文と内

容・構成が著しく重複する場合には，投稿の際にその旨

を会誌編集委員会に申告する．また，新たに加筆修正さ

れたものであれば，その旨を論文末尾に記載する．その

論文を多重投稿（出版）とみなすか否かは会誌編集委員会

で決定する．

附則

１. 本規程は，平成 31年 2月 22日から施行する．

  （平成 31年 2月 22日理事会決議）

附則

１. 本規程は，令和 2年 2月 28日から施行する．

  （令和 2年 2月 28日理事会決議）

附則

１. 本規程は，令和 3年 2月 26日から施行する．

  （令和 3年 2月 26日理事会決議）

附則

１. 本規程は，令和 4年 2月 25日から施行する．

  （令和 4年 2月 25日理事会決議）
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別紙１ 

 
日本透析医会雑誌：自己申告による利益相反（COI）報告書 

 

 

（著者全員について，投稿又は発表時点の前の年から過去３年間分及び投稿又は発表時点までの期間を

対象に、発表内容に関係する企業・組織又は団体との利益相反状態を１人ずつ，１年ごとに筆頭著者

が取りまとめて提出） 

 

申告期間：   年  月  日 ～    年  月  日 （年は１月１日～12月 31 日とする．） 
 

著 者 名：                                        
（全員） 

論文題名：                                        

（本報告書は，申告日より５年間保管されます．） 

 

（申告日）       年    月    日 

 

 

    申告者 （署名捺印）                             ㊞ 

項  目 
該当の 

状況 
有であれば，著者名：企業名などの記載 

① 役員，顧問等の報酬額  
（１つの企業・団体から年間 100 万円以上） 

有 ・ 無  

② 株式の利益 
（１つの企業から年間 100 万円以上，あるいは当該株式の５％ 

以上保有） 

有 ・ 無 

 

③ 特許使用料 
（１つにつき年間 100 万円以上） 

有 ・ 無 

 

④ 講演料 
（１つの企業・団体からの年間合計 50 万円以上） 

有 ・ 無 

 

⑤ 原稿料 
（1つの企業・団体からの年間合計 50万円以上） 

有 ・ 無 

 

⑥ 研究費・助成金などの総額 
（１つの企業・団体からの研究経費を共有する所属部局（講座， 

分野あるいは研究室など）に支払われた年間総額が 100 万円以上） 

有 ・ 無 

 

⑦ 奨学（奨励）寄付金など総額 
（１つの企業・団体からの奨学寄付金を共有する所属部局 （講座， 

分野あるいは研究室など）に支払われた年間総額が 100 万円以上） 
有 ・ 無 

 

⑧ 企業などが提供する寄附講座 
（企業などからの寄附講座に所属している場合に記載） 

有 ・ 無 

 

⑨ 研究，著作等とは無関係な旅費，贈答品などの 

受領（1 つの企業・団体からの年間 5 万円以上）  
有 ・ 無 
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別紙２ 

 

年   月   日 

 

筆頭著者ならびに共著者の同意書 

日本透析医会 会誌編集委員会委員長 殿 

 

 

論文カテゴリー：該当欄に☑を記載 

□原 著        □総説（研修セミナー講演報告書を含む．） 

□実態調査報告     □委員会・会議報告書     □公募研究助成報告 

  □短報         □症例報告          □支部の特別講演抄録 

  □支部だより      □編集者への手紙        □その他 

 

 

 タイトル：                                 

 

 

筆頭著者氏名（自筆）：                  

 

 

代表著者氏名（筆頭著者と同じ場合は記載不要）：                

 

 

上記論文の日本透析医会雑誌への掲載にあたり，論文の内容と投稿に同意すること，また 

著作物に関する権利は公益社団法人日本透析医会に帰属することなどについて，共著者全員 

の同意を得ていることを証明するため，共著者全員の自筆署名を提出いたします． 

 

共 著 者 氏 名 署名日（   年  月  日） 

1．  

2．  

3．  

4．  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

（共著者が10名を超える場合には余白に記載してください．） 
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忌まわしい戦争の勃発，COVID-19波状流行の常態化，要人暗殺，エネルギー資源不足，悪性イ
ンフレなど，平穏な日常が崩れ社会不安が高まっています．マスコミ，大衆の目はどこに向かうの
か，そして資源に特に敏感な透析医療への影響が危惧されます．

2022年 4月に診療報酬改定が行われ 3カ月が経過しました．人工腎臓点数の大幅減という結果
に将来の展望を失った会員も多いのではないかと推察します．さらに新たな点数も容易に請求でき
る状況でないことも判明し，特に隙間を埋めているような人手のない小規模クリニックへの影響が
心配されます．冒頭の論文では，改定はコロナ禍という異例な状況下で行われたこと，また点数新
設には医療費の収支相償という原則が貫かれていることに関係者の留意を求めています．利害関係
のなかで行われる改定交渉ですが，関係者間の調整という本会の役割を改めて認識しています．
「臨床と研究」では，注目の論文が多数あります．4年前に困難な状況に直面した公立福生病院
には保存的腎臓療法の先行的な取り組みを紹介いただきました．透析患者のサルコペニアは大きな
課題ですが，腎臓リハビリテーション，カルニチン代謝，自重筋力トレーニング，など筋肉 3本柱
ともいえる具体的な対策論文を 3編掲載できました．背景を理解すればすぐに役立つ内容です．健
全・健康を究極まで求める治療と，いつかくる終わりを見据える治療，光と影ともいえる状況に透
析医は幅広く対応しなければなりません．
「透析医（移植医）のひとりごと」は透析治療の発展に献身された 3人の重鎮に執筆いただきま
した．脈々とつながる恩師との邂逅に感謝し，また高齢となってもなお医療の進歩に遅れまいとす
る姿勢，移植医として COVID-19最新治療への批判的吟味など，共感とともに沁（し）みる寄稿で
す．
少し落ち着いていた COVID-19も第 7波が猛然と襲来しました．本冊がお手元に届く頃はどうな
っているか，しかし「継続」は透析の宿命です．会員の皆様にはご自愛をお願いします（7月 22

日　記）．

会誌編集副委員長　甲 田 　 豊　

編 集 後 記
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